
申請システム操作マニュアル INDEX

１．「申請ID」の登録

１－１． 連絡用メールアドレスを登録してください

１－２． メールが届いたら申請区分登録画面に入力してください

（補助対象事業者①船舶所有本人②船舶所有法人担当者の場合）

１－３． システム利用者情報登録画面に入力してください

１－４． 申請区分/システム利用者情報確認画面で確認してください

（補助対象事業者③代理申請者の場合）

１－５． システム利用者情報登録画面に入力してください

１－６． 申請区分/システム利用者情報確認画面で確認してください

１－７． 新規申請ID作成完了画面の確認を行ってください

１－８． ログインページ画面からログインしてください

１－９． 誓約書同意画面で誓約書に同意してください

１－10． 申請TOPページの内容をご確認ください

２．給付申請
システム構築中です。しばらくお待ちください。

３．実績報告
システム構築中です。しばらくお待ちください。

４．精算払い請求
システム構築中です。しばらくお待ちください。



１ー１．連絡用メールアドレスを登録してください

①ホームページの「申請ID作成」ボタンをクリックすると
「連絡用メールアドレス登録」のページ画面が出ます。

②メールアドレスを入力します。確認用に同じメールアド
レスをもう一度入力して登録ボタンをクリックしてください。

③登録が終わると下記の「連絡用メールアドレス登録完
了」画面が出て完了となります。また、あわせて登録いた
だいたメールアドレスに、次の「システム利用者情報登録
のご案内」メールが届きます。（次ページに説明有り）

注意

※「@marine-shien.jp」からのメールを受信できるメール
アドレスをご登録ください。、

こちらをクリックしてください

ホームページトップ画面

※申請に必要になりますので、登録したメールアドレスは
大切に保管してください。

※1 13名以上の旅客船で
ドライブレコーダーの申請する
ためには、海上運送法の適
用を受ける船舶であることが
必要です。

こちらをクリックすると
「申請ID作成」
ボタンに移動します



１ー２．メールが届いたら申請区分登録画面に入力してください

①「【小型旅客船等の安全・安心確保推進事業補助金】
システム利用者情報登録のご案内」のタイトルのメールが届
きます。

②メール中に記載された＜システム利用者情報登録画面
URL＞をクリックします。

③申請区分登録画面が出ます。下記の５つの中から、今
回申請する安全設備を選択してください。

・業務用無線設備
・非常用位置発信装置
・改良型救命いかだ等
・浸水警報装置/排水設備
・ドライブレコーダー

④次にシステム利用者を選択してください。

※安全設備の詳細について
は、「こちら」をクリックすると、
確認することができます。

※システム利用者の説明につ
いては、「こちら」をクリックする
と、確認することができます。

注意

ここをクリックしてください

※安全設備ごとの申請になりますので、まとめて複数の
安全設備を選択することはできません。また、同じ安全設
備であれば、複数の船舶をまとめて申請することができま
す。



１ー３． （補助対象事業者①船舶所有本人②船舶所有法人担当者の場合） システム利用者情報登録画面に入力してください

①次に、システム利用者を選びます。
ここでは、システム利用者の選択で、「補助対象事業者
①船舶所有者本人②船舶所有法人担当者」を選択さ
れた場合の登録について説明いたします。

②画面に従って「システム利用者団体名・法人名」「シス
テム利用者氏名」「システム利用者電話番号」を入力して
ください。

※ここでは、①船舶所有者ご本人か②船舶所有法人の
担当の方の情報を入力してください。

※電話番号は、固定電話番号でも携帯電話番号どちら
でも結構ですが、必ず日中にご連絡がつく番号にしてくださ
い。

③次にパスワードを設定し、入力してください。
パスワードは、同じものを確認用も含め２回入力してくださ
い。

④申請区分登録画面（前の画面）に戻りたい場合は
「戻る」ボタンで戻って、再度システム利用者を選択し直し
てください。

⑤すべての入力が終わりましたら「確認画面へ」のボタンを
クリックし、確認画面をご確認ください。

※パスワードは、ログインの際に必要になりますので、控え
をとって忘れないようにしてください。

注意

「補助対象利用者①船舶所有者本人②船舶所有法人担当者」
を選んだ場合



１ー４．（補助対象事業者①船舶所有本人②船舶所有法人担当者の場合） 申請区分/システム利用者情報確認画面で確認してください

①「申請区分/システム利用者情報確認画面」が出
ます。

②入力内容を確認してください。

③内容に間違いが無ければ「登録」のボタンをクリックし
てください。
内容に誤りがあれば「戻る」ボタンでシステム利用者情
報登録画面に戻り、入力をやり直してください。

03-1234-5678



１ー５．（③代理申請者の場合） システム利用者情報登録画面に入力してください

①ここでは、システム利用者選択で「③代理申請者」を選
択された場合の登録について説明いたします。

②最初に「代理申請委任の有無」のご確認になります。
補助対象事業者から委任されている場合は、右の欄の
□にチェックをいれてください。

③画面に従って「補助対象者との関係」の中から選択し
「システム利用者団体名・法人名」「システム利用者氏
名」「システム利用者電話番号」を入力してください。

※ここでは、「③代理申請者」の情報を入力してください。
「③代理申請者」を連絡先として登録させていただきます。

※電話番号は、固定電話番号でも携帯電話番号どちら
でも結構ですが、必ず日中にご連絡がつく番号にしてくださ
い。

※本来の申請者（①船舶所有者等）の情報入力は、
後ほど給付申請時に行っていただきます。

④次にパスワードを設定し、入力してください。
パスワードは、同じものを確認用も含め２回入力してくださ
い。

⑤申請区分登録画面（前の画面）に戻りたい場合は
「戻る」ボタンで戻って、再度システム利用者を選択し直し
てください。

⑥すべての入力が終わりましたら「確認画面へ」のボタンを
クリックし、確認画面をご確認ください。

「補助対象事業者③代理申請者」を選んだ場合

注意

※パスワードは、ログインの際に必要になりますので、控え
をとって忘れないようにしてください。



１ー６．（③代理申請者の場合） 申請区分/システム利用者情報確認画面で確認してください

①「申請区分/システム利用者情報確認画面」が出
ます。

②入力内容を確認してください。

③内容に間違いが無ければ「登録」のボタンをクリックし
てください。
内容に誤りがあれば「戻る」ボタンでシステム利用者情
報登録画面に戻り、入力をやり直してください。



１ー７．新規申請ID作成完了画面の確認を行ってください

①「登録」が完了すると「新規申請ID作成完了」画面が
表示されます。

②登録いただいたメールアドレスに、「申請IDの発行とロ
グインページの案内」というタイトルのメールが届きますので
ご確認ください。（次ページに説明有り）

③続けてログインする場合は、「ログイン画面へ」ボタンか
届いたメールの＜ログインページURL＞をクリックしてくださ
い。



１ー８．ログインページ画面からログインしてください

ここをクリックしてください

※申請IDは、ログインの際に必要になりますので、控えを
とって忘れないようにしてください。

申請ID

注意

①「【小型旅客船等の安全・安心確保推進事業補
助金】申請IDの発行とログインページのご案内」のタイ
トルのメールが届きます。

②メールの中にある＜ログインページURL＞をクリックし、
ログインページ画面を開いてください。

③メールの中にある申請IDと、あらかじめ設定しておい
たパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしてく
ださい。



１ー９．誓約書同意画面で誓約書に同意してください

注意

※誓約書をよく読んでいただき、その内容を誓約いただけ
ない場合は、申請システムのご利用はできません。ご理解
のほどよろしくお願いいたします。

①ログインを行うと、まず「誓約書同意画面」が出ます。

②誓約書の内容をよくお読みいただき、誓約が可能な
場合は、「上記の内容を遵守することを誓約し、申請
システムを利用する」ボタンをクリックし、次の申請に進
んでください。



１ー10．申請TOPページの内容をご確認ください

※「推奨環境」をクリックすると下記の画面が出ますので、
推奨環境を確認いただけます。

注意

①「申請TOPページ」では、申請情報として「申請ID」
「安全設備種類」「現在のステータス」が表示されます
のでご確認ください。

これで申請IDの登録が完了しました。

※申請工程では、「現在のステータス」をご覧いただけます。
事務局に問合せをされる際には、まずは、
・ システム利用者名
・登録時のシステム利用者の電話番号
・申請ID
をご用意いただき、状況に応じて、安全設備種類や現在
のステータスをお答えいただくようお願いします。
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